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従業員等の個人情報に関するプライバシーポリシー 

 
株式会社ＴＢＳヘクサ 

2026 年 1月 1 日制定 

 

当社は、株式会社ＴＢＳホールディングスが制定する「ＴＢＳグループ個人情報保護の基

本方針」及び「ＴＢＳグループ個人情報取扱規程」に基づき、当社の役員・従業員（以下 

「現従業員等」といいます。）及び当社を退任・退職した方（以下総称して「従業員等」

といいます。）から受領した個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保について組織として

取り組むために、このプライバシーポリシーを定めます。 

 

１．当社の名称・住所・代表者の氏名

株式会社ＴＢＳヘクサ 

〒１０７－８００６ 東京都港区赤坂五丁目３番６号

代表取締役社長 淺野 太郎 

 

２．関係法令等の遵守 

(1) 当社は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等を遵守して、個人情報

を適法かつ適正に取り扱います。 

(2) 個人情報の利用にあたっては、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそ

れのある方法を用いません。 

 

３．個人情報の取得・利用 

(1) 当社は、個人情報を取得するにあたっては、その利用目的を公表し（本ポリシー

による公表を含みます。）又は通知し、適法かつ公正な手段によって取得しま

す。 

(2) 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に個人情報を利用します。 

 

４．個人情報の利用目的 

(1) 当社は、以下の目的で従業員等及びその親族等の個人情報を利用します。 

 

 人事・労務管理のため 

 報酬等の支払いのため 

 キャリア開発、人材育成、教育研修のため 

 福利厚生の提供のため 

 結婚、死亡等における各種慶弔時の手続、連絡、その他雇用管理上の必要な 
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手続を行うため 

 租税、雇用保険、社会保険等の諸手続のため 

 安全・衛生、健康管理等のため 

 セキュリティ管理のため 

 持株会に関する業務のため 

 グループ内社内情報システムの運用のため 

 退職後の諸手続のため 

 業務連絡、緊急時の連絡、設備・施設管理に関する連絡のため 

 経営管理、リスク管理、人事政策等のため 

 その他法令上又は業務上必要な諸手続及び諸連絡等のため 

 

(2) 当社は、上記利用目的の達成のために必要がなくなったときは、当社の社内規程

の定めるところに従って、遅滞なく個人情報を廃棄し、又は消去するものとしま

す。 

 

５．個人情報の共同利用について 

(1) 当社は、従業員等の個人データを次のとおりＴＢＳグループ各社と共同利用しま

す。以下の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、共同利用することはありませ

ん。 

① 共同利用する個人データの項目： 

【人事・労務管理情報】 

 氏名、社員番号、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、所

属、所属歴、職位、職歴、職種、人事評価、賞罰、勤務状況、顔写真、学

歴、国籍、家族情報等 

【報酬等情報】 

 基本賃金関連、賞与、諸手当関連、所得税、住民税、源泉徴収等 

【教育・研修、能力情報】 

 教育・研修受講歴、保有資格等 

【福利厚生情報】 

 各種慶弔に関する情報、福利施設利用状況等 

【社会保険情報】 

 健康保険、厚生、年金保険、労災保険、雇用保険等 

【健康情報】 

 健康診断結果情報、休職等にかかる健康情報等（労働安全衛生法第66 条の 

10 で定めるストレスチェックの個人結果を除く） 

【その他】 
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 その他人事・経営業務管理上取得・保有する情報、管理情報システムの操

作・アクセス履歴、雇用促進に必要な心身の障害に関する情報、業務上災

害に関する情報等 

② 共同利用者の範囲：当社及びＴＢＳグループ各社（ただし、持分法適用会社を

除きます。） 

③ 利用目的：上記４(1)に掲げるもの 

④ 個人データの管理責任者：当社（当社の住所及び代表者については、上記１を

ご覧ください。） 

 

(2) 当社は、従業員等の個人データを、共同事業体又は業務提携先と共同で実施する

事業において、共同利用する場合があります。この場合、あらかじめ共同利用す

る個人データの項目、共同利用者の範囲、利用目的及び管理責任者を通知し、又

は容易に知り得る状態に置くものとします。 

 

６．個人情報の第三者提供について 

当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供し

ません。 

① 本人から事前に同意を得た場合 

② 利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合 

③ 上記５の共同利用者の範囲に掲げる者に対して提供する場合 

④ 法令に基づき提供を求められた場合 

⑤ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得

ることが困難である場合 

⑥ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難である場合 

⑦ 国又は地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要

がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を

及ぼすおそれがある場合 

 

７．安全管理措置に関する事項 

当社は、個人データについて、漏えい、滅失及び毀損の防止等、その管理のために必

要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、個人データを取り扱う現従業員等及び

委託先（再委託先等を含みます。）に対して、必要かつ適切な監督を行います。個人

データの安全管理措置に関しては、別途「ＴＢＳグループ個人情報取扱規程」におい

て具体的に定めておりますが、その主な内容は以下のとおりです。 
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（組織的安全管理措置） 

✔  個人データの取扱いに関する管理責任者を設置するとともに、個人データを

取り扱う従業員等及び当該従業員等が取り扱う個人データの範囲を明確化

し、個人情報保護法又はＴＢＳグループ個人情報取扱規程に違反している事

実又は兆候を把握した場合の最高個人情報責任者（Chief Privacy Officer, 

ＣＰＯ）への報告連絡体制を整備しています。 

✔ 個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、Ｃ 

ＰＯ及び個人情報管理委員会による調査を実施します。 

 

（人的安全管理措置） 

✔ 個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員等に定期的な研修を

実施します。 

✔ 個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。 

 

（物理的安全管理措置） 

✔ 個人データを取り扱う区域において、従業員等の入退室管理及び持ち込む機器

等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止

する措置を講じます。 

✔ 個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止する

ための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器等を持ち運

ぶ場合には、容易に個人データが判明しないよう措置を講じます。 

 

（技術的安全管理措置） 

✔ アクセス制御を実施して、個人データを取り扱う従業員等及び当該従業員等

が取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定します。 

✔ 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフ

トウェアから保護する仕組みを導入しています。 

 

 

 

８．個人情報の開示等の請求 

(1) 現従業員等 

現従業員等が個人情報の訂正・追加・削除を希望し、当社所定の手続きを利用する

ことができる場合は、当該手続きに従って請求してください。ただし、それ以外の 



5  

場合については、次項に従って請求してください。 

 

(2) 現従業員等以外の方 

① 個人情報の本人又は代理人が、個人情報について開示等（利用目的の通知、

情報内容の開示、訂正・追加・削除、情報の利用停止・消去）又は第三者提

供記録の開示の請求を行う場合は、次の手続きに従ってください。 

なお、個人情報に関する請求について、当社は、本人確認等に慎重を期すた

め、郵送（ＥＵ域内の個人の方からのお問合せについてはメールも可）のみ

で受け付けます。 

② 請求書の入手 

末尾に掲出する請求書のうち、該当するものを選んでプリントアウトしてく

ださい。 

● 利用目的の通知及び情報内容の開示はこちら →開示請求書【別紙１】 

● 情報内容の訂正・追加・削除はこちら →内容訂正等請求書【別紙２】 

● 情報の利用停止若しくは消去（利用停止等）又は第三者提供の停止はこち

ら → 利用停止等・第三者提供の停止等請求書【別紙３】 

 

③ 請求書に必要事項を記入、併せて下記のものを同封してください。 

● 本人確認書類（必須） 

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード（表面）、パスポー

ト、在留カード、年金手帳等のうち、住所・氏名を確認することができる

書類２点を選び、そのコピーを同封してください。 代理人による請求の場

合は、代理人本人であることを確認するための上記と同様の確認書類に加

えて、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人であることを証明する

書類又は本人からの委任状を同封してください。なお、確認に使用したコ

ピーは、確認が済み次第、廃棄いたします。 

● 手数料（利用目的の通知又は情報内容の開示の請求の場合） 

利用目的の通知、情報内容又は第三者提供記録の開示の請求の場合は、１

件につき 500 円の手数料が必要です。当社では、手数料の支払いについて

は、郵便局で発行する定額小為替による方法に限らせていただきます。所

定の金額の定額小為替を同封してください。郵便定額小為替の詳細は開示

等請求書をご覧ください。なお、情報内容の訂正・追加・削除及び情報の

利用停止の請求・第三者提供の停止については、手数料は必要ありませ

ん。 
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④ 請求書の送付先 

〒107-8006 

東京都港区赤坂五丁目３番６号 

株式会社ＴＢＳヘクサ 個人情報窓口 宛 

 

⑤ 回答について 

必要書類を確認した上で、できるだけ速やかに本人への書留郵便（ＥＵ域内の

個人の方からメールでお問い合わせいただいた場合はメール）等により請求に

回答いたします。請求にお応えできない場合は、その理由を書面にて通知いた

します。 

情報内容又は第三者提供記録の開示の請求につきましては、ご本人又は代理人

が請求した方法に応じて開示いたします。ただし、その請求した方法による開

示に多額の費用を要する場合又は当該方法による開示が困難である場合には、

郵送による方法で開示いたします。 

なお、該当する個人情報について、特定が困難な場合その他不明な事項がある

場合には、当社からお問合せすることがありますので、ご了承ください。 

 

⑥ 個人情報の取扱いに関するご連絡先 

個人情報の取扱いに関するご意見又は苦情につきましては、住所・氏名を明記

の上、上記個人情報窓口に郵便又はメールでご連絡いただくか、当社代表０３ 

－３７４６－１１１１までご連絡の上、「個人情報に関するご意見、苦情」で

ある旨お伝えください。 

個人情報窓口は、祝日を除く月～金  10 時～12 時、13 時～17 時 です。ただ

し、年末年始等当社の休業日は休ませていただきます。 

 

９．ＥＵ域内の個人情報 

(1) 当社（ＥＵ域内の支局を含みます。）は、ＥＵ域内で取得した個人情報を欧州委

員会によって十分性決定を受けた日本国の当社本社に移転することがあります。 

 

(2) 当社がＥＵ域内で取得した個人情報の本人は、上記お問合せ先に対し、自己の個

人情報へのアクセス、訂正又は消去、取扱いの制限を要求すること、当該取扱い

に不服を申し立てること、及びデータポータビリティーの権利を行使することが

できます。 

 

(3) 前号の個人情報の本人は、監督機関に不服を申し立てることもできます。 
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10. その他 

(1) 本ポリシーは日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。 

 

(2) 本ポリシーに関して生じた紛争については、東京地方裁判所（本庁）を第一審の

専属的合意管轄裁判所とし、当該裁判所においてこれを解決するものとします。 

 

以上 



 

開示等請求書【別紙１】 

〔次ページの注意醤きを必すお読みのうえ、仁二二］の中をこ記入ください〕 

株式会社TBSヘクサ殿 

開 ホ 

年 

貴社の保有する個人データに関し、卜記のとおり情報の開示を請求します。 

記 

1. 請求する毛の(1且人データの名称等または第三者提供記録。口にレ印をつけてください） 
 

口貴社が保有する私の固人データ 

口私の個人データの第三者提供記録（第三者への提供まだは第三者からの取得の記録） 

（請求対象の特定のだめ、！固人データの内容をできるだけ具体的に記載してください） 

 

 

 

2. 希望する開示の方法（口にレ印をつけてください）（ご希望に応じられない1易合があります） 
 

口郵送（口書面 □CO-ROM) 
口窓口での交付（口書面 □  CD-ROM) 

（来社希望日時 年 月 日 項）） 

□ その他の方法 

［ 
 

〈開示請求手数料〉11牛につき500円 

※ 以下の襴は記入しないでください。 

処理襴 

 

 

通知方法（書面の手交、口頭による説明、郵便、電話、電子メール｀その他 

）〕 
 

請求日 I 処理日 担当 原局担当 本人確認書類I手数料 1回答日（郵送日） 
 

 

 

巳 月 

書 求 

圭
円 

l 
- 

――10 

 

 

 

 
 



 

当社の「保有固人データ」「第三者提供記録」の開示請求にあたって 

 

1. 請求の対象となる「保有個人データ」「第三者提供記録」 

この請求の対象となる「保有個人データ」とは、「個人情報の保護に関する法律」第1 6条第4項に規定されるも

のをいい、当社が、開示等の権限を有する個人データです。 

また「第三者提供記録」とは、同法律第29条第1項に規定される記録で、当社が個人データを第三者に提供しだ

ときに作成する提供の年月日、提供したデータの項目等を記載したもの、および同法律30条第3項に規定される記

録で、当社が第三者から個人データの提供を受ける際に当該データの取得の経緯などの必要な確認をしたこと、提供

を受けた年月日、データの項目等を記載したものです。 

なお、「保有個人データ」および「第三者提供記録」のいすれも同法律により、以下に掲げるもの（その存否が明

らかになることにより公益その他の利益が害されるもの）は請求の対象から餘きますのでご了承ください。 

(1) 個人情報の本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害を及ぽすおそれのあるもの 

(2)違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの 

(3) 国の安全が害されるおそれ、他国菩しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機

関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 

(4) 犯罪の予防、鎖圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支躁を及ぽすおそれがあるもの 

 

2. 請求者および代理人の確認にあたって 

この請求に際しては、当社は郵送でのみ受け付けます。請求する個人情報の本人であるかどうかの確認が重要と

なりますので、本人の氏名と住所が記載された公的証明書（運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード 

（表面）、パスポート、在留カード、年金手帳、等）の中から2種類を選び、コピーを同封してください。 

コピーをする際、年金手帳においては基礎年金番号、公的医療保険の被保険者証においては保険者番号及び被保

険者等記号・番号等をマスキングしてください。なお、確認に使用したコピーは、用が済み次第、廃棄いだします。

まだ、代理の方が手続きをされる場合は、本人および代理の方の上記確認書類等に加え、代理であることを示す 

書類（未成年者まだは成年被後見人の法定代理人であることを証明する書類もしくは本人からの委任状）を提出し 

ていだだきます。 

 

3. 請求手数料について 

当社は個人情報保護法第38条に基づき、開示の請求にあたり下記のとおり手数料を定めております。御手数で

すが、展寄りの郵便局で所定金額の郵便定額l」1為替を購入していただき、開示等請求書とともに同封して送って 

下さい。定額I」1為替の受取人、おところおなまえ襴は空白のままでお顧いします。なお、この手数料にはご本人宛

てに個人情報を郵送する際の簡易書留の実費が含まれます。 

請求手数料1件につき500円（郵便定額l」1為替の購入に手数料1 0円が別途かかります。）

なお、その他実費を要した場合は、別途、請求させていただきます。 

4. 次に該当する場合は、この請求をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。 

(1) 当社が報道および著述を目的として請求者の個人情報を利用したとき 

(2) 請求に係る個人情毅の本人および第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれがある場合 

(3)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

(4)他の法令に違反することとなる場合 

(5)本人確認ができない場合 

(6)当社の定めだ請求手続きに従わない場合 

⑦手数料をお支払いいただけない場合 以上 



 

内容訂正請求書【別紙２】 
 

 
〔次ページの｝ざ意目きを必すお読みのうえ」ニニニ］  の中をこ記入ください） 

 

株式会社TBSヘクサ殿 

内容訂正等請求書 

年 

 

貴社の保有する1固人データの公開に閲する規定に基づき、私の個人データの内容が蘭違ってい

るので、下記のとおり情報の〔1.内容の訂正、追加 2.削除〕を請求します。 

(1まだは2をお選び下さい） 

 

記 

1. 訂正、追加または削除する保有固人データの名称等 
（請求する保有1固人データが特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください） 

 

 

 

2. 訂正、追加または削除の内容と理由 
 

 

 

 

 

 

 

※ 以下の襴は記入しないでください。 

処理憫 

 

 

 

通知方法〔書面の手交、口頭による説明、郵便、電詰、電子メール、その他 

（ ）） 

請求日 処理日 担当 現局担当 本人確認書頸 回答日（郵送日） 

      

日 月 

 

 

 
連絡先 （連絡先が上記の本人以外の揚合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号） 



 

当社の「保有個人データ」の内容訂正等の請求にあだって 

 

1. 請求の対象となる「保有個人データ」 

この請求の対象となる「保有個人データ」とは、「個人情報の保護に関する法律」第1 6条第4項に規定されるも

のをいい、当社が、開示等の権限を有する個人データです。なお、同法律により、以下に掲げるもの（その存否が

明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの）は請求の対象から餘きますのでご了承ください。 

(1) 個人情報の本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害を及ぽすおそれのあるもの 

(2)違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの 

(3) 国の安全が害されるおそれ、他国菩しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機

関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 

(4) 犯罪の予防、鎖圧又は捜否その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの 
 

 

2. 請求者および代理人の確認にあたって 

この請求に際しては、当社は郵送でのみ受け付けます。請求する個人情報の本人であるかどうかの確認が重要と

なりますので、本人の氏名と住所が記載された公的証明書（運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード 

（表面）、パスポート、在留カード、年金手帳、等）の中から2種類を選び、そのコピーを同封してください。 

コピーをする際、年金手帳においては基礎年金番号、公的医療保険の被保険者証においては1呆険者番号及び被保 

険者等記号・番号等をマスキングしてください。なお、確認に使用したコピーは、用が済み次第、廃棄いたします。

まだ、代理の万が手続きをされる場合は、本人および代理の万の上記確認書類等に加え、代理であることを示す 

書類（未成年者または成年被後見人の法定代理人であることを証明する書類もしくは本人からの委任状）を提出し 

ていただきます。 

 

 

3. 次に該当する場合は、この請求をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。 

(1)当社が報道および薔述を目的として請求者の個人情報を利用したとき 

(2)他の法令の規定により特別な手続が定められている場合 

(3)利用目的からみて訂正が必要ない場合 

(4)誤りである旨の指滴が正しくない場合 

(5)事実ではなく、評価に対する指摘の場合 

(6)本人確認ができない場合 

m当社の定めた請求手続きに従わない場合 

 

以上 



 

利用停止等・第三者提供の停止等請求書【別紙３】 
 

 
〔次ページの注意醤きを必すお読みのうえ{� (J)中をご記入ください〕 

株式会社TBSヘクサ殿 

利用停止等・第三者提供の停止請求書 

年 

私の個人データについて、下記のとおり、個人情報保護法及び貴社の1固人情報保護規程に基づ

き、情報の利用停止もしくは消去（利用停止等）または第三者提供の停止を請求します。 

記 

1. 利用停止等・第三者提供の停止を請求する保有個人データの名称等と請求の内容 

 

2. 利用停止等・第三者提供の停止の理由  （口にレEDをつけてください）

口  目的外の利用がされたため（利用停止等の湯合） 
口 不適正な利用がされたため（利用停止等の湯合） 

口 不正な手段による取得がされただめ（利用停止等の湯合） 

口   法令の規定に違反した要配慮固人情報の取得がされたため（利用停止等の場合）

口 法令の規定に違反した第三者提供がされたため（第三者提供の停止の湯合） 

口  私の個人データを雲社が利用する必要がなくなったため 

口  私の個人データの安全確保に関して漏えい等の重人な問題が生じただめ 

ロ  その他私の権利まだは正当な利益が害されるおそれがあるため 
 

 

※ 以下の襴は記入しないでください。 

処理欄 

 

 

通知方法〔雷面の手交、口頭による説咀、郵便、電話、電子メール、その他 ）〕 

請求日 受付□ 担当 原局担当者 本人確認書類 回答口（郵送口） 

      

ロ 月 l 

氏名 

住所 

TEL 
連絡先  

 

 

口利用停止または消去（利用停止等） □ 第三者提供の停止 



 

当社の「保有i固人データ」の利用停止等・第三者提供の停止の請求にあだって 

 

1. 請求の対象となる「保有個人データ」 

この請求の対象となる「保有個人データ」とは、「個人情報の保護に関する法律」第1 6条第4項に規定されるも

のをいい、当社が、開示等の権限を有する個人データです。なお、同法律により、以下に掲げるもの（その存否が

明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの）は請求の対象から餘きますのでご了承ください。 

(1) 個人清報の本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害を及ぽすおそれのあるもの 

(2)違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの 

(3) 国の安全が害されるおそれ、他国菩しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国菩しくは国際機

関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 

(4) 犯罪の予防、頷庄又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぽすおそれがあるもの 

 

2. 請求者および代理人の確認にあたって 

この請求に際しては、当社は郵送でのみ受け付けます。請求する個人情報の本人であるかとうかの確認が重要と

なりますので、本人の氏名と住所が記載されだ公的証明書（運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード 

（表面）、パスポート、在留カード、年金手帳、等）の中から2種類を選び、そのコピーを同封してください。 

コピーをする隙、年金手帳においては基礎年金番号、公的医療保険の被保険者証においては保険者番号及び被保

険者等記号・番号等をマスキングしてください。なお、確認に使用したコピーは、用が済み次第、廃棄いたします。

まだ、代理の方が手続きをされる場合は、本人および代理の方の上記確認書類等に加え、代理であることを示す 書

類（未成年者または成年被後見人の法定代理人であることを証明する書類もしくは本人からの委任状）を提出し 

ていだだきます。 

 

3. 次に該当する場合は、この請求をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。 

(1) 当社が報道および吾述を目的として請求者の個人情報を利用したとき 

(2)請求に理由があると認められない場合 

(3) 多額の費用を要する場合など、利用停止等・第三者提供の停止を行うことが困難な場合に、当社が本人の権利

利益保護のために必要な代替措譴を講する場合 

(4) 本人確認ができない場合 

(5) 当社の定めだ請求手続きに従わない場合 

 

以上 
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